
資料提供

令和元年１１月１２日

担当課 障害福祉課

担当者 佐々岡、西岡

電 話 073-441-2532

障害のある人の社会参加に欠かせない障害者等用駐車区画（車いす使用者用駐車区画、

ゆずりあい駐車区画）を本当に必要とする人に利用していただけるよう、平成２８年１月

から実施している「和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度」の周知を図り、障害者等用

駐車区画の適正利用をすすめる街頭啓発を実施します。

記

１ 日時及び場所

日 時 場 所

令和元年１１月１９日（火） スーパーエバグリーンプラス和歌山北インター店

１３：００～ （和歌山市直川２７４－１）

令和元年１１月２６日（火）
松源和歌山インター店（和歌山市田屋１３８番地）

１３：００～

２ 活動内容

（１）利用証を掲示せずに障害者等用駐車区画を利用している方がいた場合、パンフレッ

トを配布し、駐車区画と利用証制度の理解を求めます。

（２）利用証の交付対象となる方が利用証を所持していない場合、利用証の交付手続きを

勧めます。なお、障害者手帳等の確認できるものを所持していれば、その場で交付手

続きを行います。

３ 参加団体

社会福祉法人和歌山県身体障害者連盟、株式会社 廣岡、株式会社 松源、和歌山県

障害者等用駐車区画適正利用啓発

「わたしは停めません」活動の実施について


